
派遣職員の募集について

【共通事項】

（１）派 遣 形 態 併任（派遣研修）

（２）申込期限等 令和６年２月９日（金）までに各所属部長を通じて、職員課長へ申し込む。

（３）募 集 人 員 各１名

（４）派遣者の決定 希望者との面談及び所属課長等の意見を参考に選考する。

（５）勤 務 条 件 派遣先と狛江市の協定による。

【１】東京都総務局行政部

（１）研 修 期 間 令和６年４月１日から令和８年３月31日まで（２年間）

（２）募 集 基 準 一般事務の主任職又は主事職の職員で、令和６年３月31日現在、狛江市における勤続年数が３年以上、概ね35

歳までの者（ただし、応募者不在の場合は、募集基準の変更もあり得るものとする。）

（３）配 属 先 市町村課財政担当（ただし、２年目は担当が変更になる可能性あり。）

（分掌事務）①市町村財政運営に対する助言の総合調整に関すること。

②市町村総合交付金に関すること。

③市町村の地方債に関すること。

④東京都区市町村振興基金に関すること。

⑤市町村の公営企業に関すること。

⑥市町村の土地開発公社に関すること。

⑦市町村の収益事業に関すること。

⑧地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に関すること。

【２】総務省自治行政局

（１）研 修 期 間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで（１年間）

（２）募 集 基 準 一般事務の主任職又は主事職の職員で、令和６年３月31日現在、狛江市における勤続年数が３年以上、概ね35

歳までの者（ただし、応募者不在の場合は、募集基準の変更もあり得るものとする。）
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（３）配 属 先 住民制度課、マイナンバー制度支援室、外国人住民基本台帳室及びデジタル基盤推進室のいずれか

【３】一般財団法人GovTech東京

（１）研 修 期 間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで（１年間）

（２）募 集 基 準 一般事務又は一般技術の職員で、令和６年３月31日現在、主任職経験２年以上又は係長職（相当職を含む。）の

概ね45歳までの者（ただし、応募者不在の場合は、募集基準の変更もあり得るものとする。）

（３）配 属 先 デジタルサービス本部及びテクノロジー本部各グループのいずれか

（業務概要）・都庁各局及び区市町村のDX推進に係るプロジェクト管理、調整、新規事業企画等

・都庁各局及び区市町村のDX推進に係る技術的支援、共同化事業の推進等


